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第２３期第１７回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 平成３０年１０月５日（金曜日）１３：３０～１５：１５ 

（２）会議の場所 市庁舎５階 大会議室 

 

 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員   ６人 

  農業委員   第 ３ 番  藤 田 幸 正 

   農業委員   第 ５ 番  小 野 義 尚 

   農業委員   第１３番  曽我部 英 敏 

   推進委員 第 １ 番  神 野 克 史 

   推進委員   第 ２ 番  岡 田   充 

   推進委員   第 ６ 番  井 下 八 郎 

第 １ 番   山 下   元 

第 ２ 番   石 山 敏 夫 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      矢 野 重 明 

第１０番   藤 田 幸  

 
 

第１１番   近 藤 美喜男 

第１２番   小 野 春 雄 

第１４番   合 田 有 良 

第１５番   池 田 辰 夫 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１７番   渡 邊 勝 俊 

第１８番   松 本 勝 美 

第１９番   山 口 三七夫 

 

 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   寳 田 正 司    

第１２番   守 谷 博 明 

第１３番   飯 尾 象 司 

第１４番   西 原   實 

第１５番   久 枝 啓 一 

 

第 ３ 番    岡 部 正 明 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    高 橋   繁 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 

第 ８ 番   宇 野 賀津美 

第 ９ 番    田 坂 健 次 
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３ 会議に出席した事務局職員 

    事 務 局 長   藤 田 和 則       事務局 主幹    原   道 樹 
事務局 次長   横 川 俊 彦       農 地 係 長  田 中 賢 禅 
農 政 係 長   谷 口 恭 子     主    事  池 田 有 里 
臨 時 職 員   齊 藤 麻 里 

４ 傍聴者     

   な し 

５ 議事日程 

農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 農地パトロールの結果等について 
 

                    ◇             

   １３時３０分開会 

○藤田事務局長     御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたしま

す。 

農業委員１６人・推進委員１２人でございます。 

よって、過半数に達しており、この会が成立していること

を御報告いたします。 

本日は、会長及び会長代理が欠席との連絡がございました

ので、会長の指名により本日の議長を合田有良委員さんにお

願いします。 

合田委員さんよろしくお願いします。  

●合田議長代理   それでは、ご指名ですので、議長代理を務めさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

ただいまから第１７回新居浜市農業委員会総会を開会い

たします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第３号までとなっております。 

農政関係は、「農地パトロールの結果等」についてを議題

といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、伊藤愼吾委員と渡邊勝俊委員を指名い

たします。両委員さんよろしくお願いいたします。 
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これより農地関係の議案の審議に入ります。 

議案書目次をお開きください。 

議案中、第１号は決議事項、第２号及び第３号は意見事項

となっております。 

加えまして報告事項１件と参考事項１件でございます。 

１ページをご覧ください。 

議案第１号「農地の所有権移転について」を議題に供しま

す。事務局から議題の説明をお願いします。 

○原主幹      議案第１号につきましては、農地法第３条第１項の規定

による農地の所有権移転で、第２９番の１件でございます。 

２ページをお開きください。 

第２９番は、郷一丁目、田、１筆、面積６６１平方メート

ル、譲受人は市内で農地所有適格法人を営む（１－１）さん

です。 

 譲受人は平成２９年４月１１日に設立された法人であり

ます。 

現在、４反ほどの農地を耕作しており、今回、農業経営規

模拡大を図るため、申請地を取得する目的で、農地法第３条

申請が提出されたものであり、作付けは、稲作を予定してお

ります。 

許可要件につきましては、議案書に記載のとおり、取得後

のすべての農地を利用すること、機械、労働力、技術、通作

距離などをみても問題がないこと、農業委員会が定める別段

の面積も超えております。 

また、今回の申請につきましては、法人での所有権移転で

すので、農地所有適格法人の４項目の要件も必要となりま

す。 

まず、法人要件ですが、譲受人は株式会社であり、かつ株

式譲渡制限のある非公開会社であります。 

２点目に、事業要件ですが、昨年度の売上の全額が農業に

よる売上であります。 

３点目に、構成要件ですが、株主は４名であり、そのうち
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農業常時従事者が３名でその３名の議決権の合計は、９０パ

ーセントであります。 

最後に、役員要件ですが、先ほどの株主４名とも役員であ

り、そのうち３名が常時、農業及び農作業に従事しておりま

す。 

よって、すべての許可要件を満たしております。 

なお、お手元に農地法第３条第２項第１号から第７号まで

の許可要件について調査書を配布させていただいておりま

す。１ページ目となっておりますので、併せてご覧いただき

ますようお願いいたします。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

●合田議長代理   ただいまの説明に係る現地調査の結果ならびに補足説明

につきましては、２９番については、地元委員であります

小野義尚委員が欠席でございますので、事務局から報告い

たします。 

○原主幹      小野義尚委員から申請人である（１－１）について、は

農業経験も豊富で、管理している農地についても、きちん

と耕作されており、また、申請地についても、周辺地域と

の調和要件も特に問題ないことから、許可しても支障がな

いとの報告書をいただいでおります。よろしくお願いいた

します。 

●合田議長代理   ありがとうございました。 

以上、議案第１号２９番について質疑に入ります。 

御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

●合田議長代理   ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって議案第１号２９番について

は原案のとおり決定させていただきます。 

 

●合田議長代理   ３ページをご覧ください。 
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議案第２号「農地の転用について」を議題に供します。事

務局から議題の説明をお願いします。 

○田中係長     議案第２号は、農地法第４条第１項の規定による農地転

用の申請で、申請件数は、４件です。 

４ページをお開きください。 

１０番、清水町、畑１筆、申請人は、（２－１）さん。 

内容は、自己住宅１５１．５８平方メートル、農地区分は、

用途地域であるため第３種農地であると判断されます。 

１１番、桜木町、畑２筆、申請人は、（２－２）さん。 

内容は、賃貸共同住宅（１棟）１８０．６７平方メートル、

農地区分は、用途地域であるため第３種農地であると判断さ

れます。 

１２番、神郷二丁目、田３筆、申請人は、（２－３）さん。 

内容は、太陽光発電施設、一体利用地として、宅５５．０

１平方メートルおよび水路１８．００平方メートルがあり、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断されま

す。 

５ページをご覧ください。 

１３番、神郷二丁目、田３筆、申請人は、（２－４）さん。 

内容は、賃貸共同住宅（１棟）１７２．６５平方メートル、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断されま

す。 

以上、１０番から１３番の事案の一般基準につきまして

は、転用行為が遂行される確実性などが申請書および土地改

良区の意見書等の添付資料によって認められることを、事務

局よりご報告させていただいて、ご審議の程よろしくお願い

します。 

●合田議長代理   ありがとうございました。以上、１０番から１３番につ

いて質疑に入ります。 

          御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり）  

●合田議長代理   ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を
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決定してよろしいでしょうか。 

           （「異議なし」の声あり） 

●合田議長代理   御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農地の転

用について」を許可相当として県知事に意見を送付いたし

ます。 

●合田議長代理   ６ページをお開きください。 

議案第３号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を

議題に供します。事務局から議題の説明をお願いします。 

○田中係長     議案第３号は、農地法第５条第１項の規定による農地転

用の申請で、申請件数は、９件です。 

７ページをご覧ください。 

１２６番、大生院 字廣坪、田１筆、畑１筆、譲受人は 

（３－１）さん。 

内容は、太陽光発電施設、一体利用地として、雑種地６６．

００平方メートルがあり、農地区分は、その他の農地である

第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１２７番、萩生 字旦ノ上、畑１筆、譲受人は、（３－２）

さん。 

内容は、太陽光発電施設、一体利用地として、雑種地４０

３．００平方メートルがあり、農地区分は、用途地域である

ため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転です。 

１２８番、坂井町三丁目、田１筆、譲受人は、（３－３）

さん。 

内容は、自己住宅９２．７４平方メートル、農地区分は、

申請地から概ね３００ｍ以内にＪＲ新居浜駅が存在するた

め第３種農地であると判断され、区分は、使用貸借権で期間

は永年です。 

８ページをお開きください。 

１２９番、本郷一丁目、田５筆、譲受人は、（３－４）さ

ん。 

内容は、宅地分譲（２区画）、農地区分は、用途地域であ

るため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転で
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す。 

１３０番、中村松木二丁目、畑１筆、譲受人は、（３－５）

さん。 

内容は、自己住宅６６．２４平方メートル、一体利用地と

して、宅地４６．３３平方メートルがあり、農地区分は、そ

の他の農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権移

転です。 

１３１番、東雲町二丁目、畑３筆、譲受人は、（３－６）

さん。 

内容は、貸し露天駐車場、農地区分は、用途地域であるた

め第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転です。 

９ページをご覧ください。 

１３２番、多喜浜五丁目、畑３筆、譲受人は、（３－７）

さん。 

内容は、貸し露天資材置場、一体利用地として、宅地４１．

４８平方メートルがあり、農地区分は、その他の農地である

第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１３３番、八幡二丁目、畑１筆、譲受人は、（３－８）さ

ん。 

内容は、倉庫及び露天資材置場５９．３７平方メートル、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区

分は、所有権移転です。 

１３４番、中村一丁目、田１筆、譲受人は、（３－９）さ

ん。 

内容は、宅地分譲（１区画）、農地区分は、用途地域であ

るため第３種農地であると判断され、区分は、所有権移転で

す。 

以上、１２６番から１３４番の事案の一般基準につきまし

ても、転用行為が遂行される確実性などが申請書および土地

改良区の意見書等の添付資料によって認められることを、事

務局よりご報告させていただいて、ご審議の程よろしくお願

いします。 
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●合田議長代理   ありがとうございました。以上、１２６番から１３４番

について質疑に入ります。 

          御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり）  

●合田議長代理   ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

            （「異議なし」の声あり） 

●合田議長代理   御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の転

用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事

に意見を送付いたします。 

●合田議長代理   １０ページをお開きください。 

報告事項「農地所有適格法人の平成２９年度決算報告につ

いて」です。事務局から報告をお願いします。 

○原主幹      農地所有適格法人の平成２９年度事業報告について、ご

報告いたします。 

          平成３０年８月３１日に、（４－１）さんから、農地所

有適格法人報告書が提出されました。 

         農地所有適格法人の要件である法人要件につきましては、

株式会社であり、かつ株式譲渡制限のある非公開会社であ

るため、要件を満たしております。 

    次に、事業要件につきましては、平成２９年度（期間、

平成２９年６月１日から、平成３０年５月３１日まで）の

決算報告書によりますと、売上高は、７，６１９，６９８

円、全額が農業による売り上げとなっております。また、

平成２８年度、平成２７年度の売上も農業による売り上げ

が１００パーセントであるため、要件を満たしております。 

         次に、構成員要件につきましては、株主は２名であり、

うち農業常時従事者１名の議決権が７５パーセントである

ため、要件を満たしております。 

         最後に、経営責任者要件につきましては、先ほどの株主

１名が役員となっており、常時、農業及び農作業に従事し

ているため、要件を満たしております。 
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        以上により、（４－１）さんが農地所有適格法人として必

要な要件をすべて満たしており、適正に運営されているこ

とを確認しましたので、ご報告いたします。 

●合田議長代理   ありがとうございました。 

１１ページをご覧ください。 

参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解約

についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了い

たしました。 

よって、これをもちまして暫時休憩いたします。 

なお、１４時００分から総会を再開いたします。 

●合田議長代理   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

これより農政関係の議題に入ります。本日は、ご案内して

おりましたとおり、農地中間管理事業について、景観形成作

物取り組み事業の今後について及び農地パトロールの結果

についての３つを議題といたします。 

なお、本日は、ご多忙の中、公益財団法人えひめ農林漁業

振興機構よりお二人お招きしておりますので、ご紹介させて

いただきます。 

公益財団法人えひめ農林漁業振興機構 

サポートセンター長 池上正彦様です。 

中間管理事業班長  三好慎一様です。 

それでは、まず農地中間管理事業についてを議題といたし

ます。 

農業従事者の減少や高齢化が急速に進み、担い手も減少し

ておりますことから、将来に残すべき優良農地を明確にし、

それを託せる担い手を確保・育成することが喫緊の課題とな

っています。愛媛県農地中間管理機構では、農地中間管理事

業を進めておりますが、関係機関、団体が一体となって取り

組むことが重要になっております。本日は、事業を利用する

ことによるメリットや利用の手順等についてご説明いただ

きます。よろしくお願いいたします。 
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○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      それでは、私の方からお話をさせていただきます。中間

管理事業、以前こちらにお邪魔してお話をさせていただい

た記憶があります。改めてというところで始めたいと思い

ます。お手元の方で研修会資料、中間管理事業についての

資料がございますがそれをお開きいただきたいと思いま

す。農地中間管理事業の手続きというところでございます。

許可管理事業は農地の貸し借りの手続きを決めたものでご

ざいます。若干、普通の貸し借りとは違って機構という私

どもが入らしていただくという点が普通と違います。です

から農地の貸し手さん、要は地主さんの方から一旦機構に

貸し付けていただく作業があります。その次に、機構の方

から借り手さん、担い手に限定される訳なんですけれども、

借り手の方に貸し付ける、二段階で貸し付けの作業がある

というところが他の手続きと違う所でございます。ですか

ら、地権者の貸し手さんから機構がお預かりする際、農用

地利用集積計画というものを市の方で作成していただいて

農業委員会の方で決定していただく、その後、市の方で公

告をする。基盤法の手続きと同じなんですけれども、これ

で一旦機構の方にお貸しをいただくという作業が進みま

す。その後、機構の方から買い手さんにお渡しする際には

農用地利用配分計画という名称の計画を作ります。ほとん

ど様式上は農用地利用集積計画と同じですが配分という法

律上の名前になっております。これについて、この人に貸

しますと機構がいうのは意思の疎通で推している訳でござ

いますので、農業委員会の方でこの人に貸すということに

対してご意見はどうでしょうか、ということをお伺いしま

す。それは問題ないよということでございましたら、機構

の方でこの人に貸すことを意思決定した後、知事の認可を

受けて県の公告をうつ。このことで、今度は機構の方から

借り手さんの方へ農地の利用権が移るということになりま

す。ですから、こちらの農業委員会さんの方では、まず地



11 

権者から農用地利用集積計画の決定ということと合わせて

機構がこの人に貸したいという農用地利用配分計画がござ

いますがそれに対してのご意見をいただくということを１

回の総会の中でお願いするということになります。手続き

としてはそういうようなやり方で進んでいく訳でございま

す。ただ、この事業に基づいてやる場合は前提として地主

さんの貸付希望の用紙と機構登録申請書というものを出し

ていただく、農地を貸したい意思の立場であります。その、

農地につきましては農振地域内に限る。この場合、青地と

白地がございますけれども青地、白地、両方構いません。

そして、借り手ですね機構からの借り手というのは農用地

等の借受希望申込書の提出をしていただきます。貸し手と

借り手の両方の申請が前提として必要になってきます。中

間管理事業というのは担い手に農地を集めていくというの

が目的でありますので機構から貸す相手、借り手さんは担

い手でなければならないということがございます。担い手

とはいったい誰を指すのかということですが、一つは認定

農業者の方、もう一つは認定新規就農者の方、市町の基本

構想水準到達者、これは認定農業者の所得基準というのを

それぞれ伺うんだと思いますけど、ご本人の申請はなくて

もこの方はこれくらいの経営をされているというところで

市町が判断された方、これを水準到達者というように呼ん

でおります。その他に、人・農地プランにおける中心経営

者の方、後、集落営農法人とか特定農業法人とか、また、

企業とか農協等、 ＮＰＯ法人等も含んでおります。愛媛県

の機構ではできるだけ幅広な担い手をとっております。東

日本の方は前段の認定農業者認定区域もしくは、構想水準

到達者この３者に絞り込んでいます。出来るだけ多くの方

に担い手として位置付けていきたいという思いで過ごして

おります。そして、この農地の地権者、貸し手さんと担い

手である借り手さん、これが、その農地についてマッチン

グできましたと、貸し借りの条件も了解のうえで貸し借り
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の意思がはっきりしましたという場合は市町の方から機構

の方へ意見書を提出していただいております。市長名で出

していただくということです。それがきた段階で先程申し

ました１番上の農用地利用集積計画ない農用地利用配分計

画の作成に入って、そして、農業委員会の決定とご意見を

伺ってというような段取りです。現在、農地を貸し借りす

るという手続き論でいきますと３種類あります。農地法３

条、農業委員会の許可でございます。契約期間が決まって

いる訳ですが、期間満了の１年から６ヶ月前までに更新を

しない旨の通知がなければ更新とみなす（賃貸借）の場合

は、更新したいとか、しないとか、そういう意思をはっき

りしないと自動継続していく。親戚とか親子間でも契約す

る場合これが使われるであろうと思っています。もう一つ

は、農業基盤強化促進法というのがあります。通称、基盤

法という言い方をします。こちらの貸し借りでの手続きは、

農業委員会の決定と市町の公告と、先程申しました貸し手

から機構を借りるという作業と全く同じです。この、二つ

の手続きで認められる事ですが、こちらで契約しますと期

限が来れば契約が終わると、新たに契約をしたければ再度

契約をしなおさなければならない。借りっぱなしはないと

いう事になります。今回の農地中間管理事業というものが

あります。農業委員会の決定、市町の公告、そして、知事

許可、公告という作業がある。同様に期限が来れば契約は

終了という形になります。基盤法を少し応用した形が中間

管理事業法、ただ貸す相手が機構に入れることで担い手に

限るということで、国の目的であります担い手に農地を集

積する為には中間管理事業を是非とも使ってもらいたい。

今の農政の基本になっている。中間管理事業をよく分から

ないということもあるようですけど、この下に機構では１

回借りたら返さないのかという話ではなくて貸し手と借り

手の合意がありましたら合意解約に応じております。それ

に、非常に長い間借りなきゃいけないのか、貸さなきゃい
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けないのかという話もありますが、現在は契約が５年以上

になるように希望しております。事案によってはもう少し

短い貸借ということもあります。更に、農地中間管理事業

を使って貸し借りをすれば機構集積協力金の対象になった

り、各種の補助事業が活用しやすくなるというメリットが

あります。各種事業なんですけど２ページと３ページをお

願いしたいと思います。３０年度の機構関連対策というも

ので、１番から９番までございます。この中で比較的分か

りやすい項目について少しコメントさせていただいたらと

思います。２番目に農地耕作条件改善事業というのがあり

ます。機構による重点実施区域、基本機構の方で定めます

けど各市町の方から申請があった地域について機構が占領

させていただきます。その地域におきまして１地区あたり

受益者が２者以上、お２人以上借りまして事業費が２００

万円以上の区画拡大や用水路、農作業道等の整備、更新を

支援する事業になっております。具体的によく使われるの

は、田畑の区画拡大、畦畔を除去して広げるとか、暗渠排

水とか、最近、柑橘地帯というのはスプリンクラーの立ち

上げの部分の交換、改修、あと更新整備は古くなったから

新しくしたい、用排水とか用水ポンプですね、これの改修、

耕作放棄地であればその解消の為の整備とか電気柵、そう

いったものを事業として採択しております。そのところが、

中間管理機構の重点実施区域でないと要件としては採択さ

れないということになっております。この場合、直接補助

と言いまして、これは市とか改良区が直接事業をやってい

る団体営という事業がありますけれども、それは県が補助

金は支出はしません。例えば、換地を伴った地下用水とか

そういった場合の間接補助というのがありますが、県を通

した事業をやるということになると県が補助金を上乗せし

て参ります。県が２５パーセントぐらい付きますし、国が

５０パーセント付くので７５パーセント、市町の方で付け

られるなら付けられるということで担い手さんがセーブを
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したいと言った場合には、この事業が使えたりいうことに

なっております。そしてその下に、経営体育成支援事業と

いうのがございます。これは、機構を活用して規模拡大を

図る経済、中心経済、そういった方の担い手が農業用機械

等の導入する際に融資残補助をする事業です。具体的に言

いますと、トラクターとか田植え機とかコンバイン、フォ

ークリフト、ホイルローダー、ハウスとか畦畔の除去、暗

渠、そういった排水関係、そういった装備事業で事業費が

５０万円以上であればこの事業の対象になります。この場

合は個人で対象となります。どういった方かというと、人・

農地プランの中心経営体の方、もしくは機構から農地を借

りている方になっております。どれくらいの補助率かとい

うと大体３分の１です。融資残補助なのでスーパーＬあた

りの資金を借りていただく。それと、同額かもしくは売り

上げの３０パーセント、いずれか低い方を助成するという

訳でございます。通常の予算ですが大体毎年ですけれども

補正予算というのを国がくれます。この事業に関しては、

その場合は３０パーセントが５０パーセントに上がりま

す。ですから、準備をされていたら５割にのっかることが

可能であるというように思っております。対象が一つは機

構から農地を借りている者ということになっていますが、

この事業の採択はポイント制になっておりまして機構から

農地を借りて規模を拡大する面積によって加点されてまい

ります。その点数によって採択が決まっていく。個人の担

い手の方は直接この事業を受けるという点では非常に使い

やすいわけなのですが、要件的には不慮があるということ

であります。そして、次のページの７番目でございます。

認定農業者経営発展支援事業というところで県単独の今年

度からの事業になっております。規模拡大に取り組む認定

農業者が農業機械、施設を導入する場合に経費の一部を助

成します。中間管理事業を利用した場合は優先採択されま

す。ほとんど要件化しており考えていただいていいだろう
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と思っています。それと、中間管理事業で集積した面積に

応じて補助率が高くなると、通常県は３分の一助成が最高

限度でございますけど、最大２分の一助成まで補助率を上

げております。ですから、以前はどちらかといいますと山

地というか、また、共同で農業をやっていく人とそういっ

たところに国は補助事業をずっと展開していたし、県もそ

うしておりましたけれども、ここへきて担い手個人に対す

る助成、支援というところに変わってきております。それ

だけ次の世代、担い手が少なくなってきている。農業を支

えていくところの担い手をいかにして確保していくかとい

うところに力を入れているところなので、どうしても国の

中間管理事業とこういった事業をリンクする。採択要件に

なっていくのが今の現状であります。それと、２ページの

一番上に農地中間管理機構関連農地整備事業というのがご

ざいます。こちらはですね、１５年以上地権者の方から農

地をお借りして、担い手の方にお貸しをする。そうすれば、

担い手の方の要望に応じて県が基盤整備を行なうという事

業でございます。その場合、地元の負担を国が受けるとい

うことで取りません。もう一つ、一貫的に事業をするとき

の要件として面積要件がありますけれども、この事業にお

きましては中山間地域であれば５ヘクタールでいいと、通

常のところは１０ヘクタールでいいという訳で現行のいろ

いろな整備事業で半分くらい要件をおとしております。そ

れと合わせて、５ヘクタール、１０ヘクタールとか、まと

まってあることは非常に中山間では困難でいうことでござ

います。では、中山間で５反、普通のところでは１ヘクタ

ール、そういった連なった接続した農地があればそれがい

くつか離れてあったとしても５ヘクタール、１０ヘクター

ル超えているなら採択しましょう、というようになってお

ります。それが４ページの内容でございます。事業費の負

担割合というのがありますけれども、国が６２．５パーセ

ント、県が２７．５パーセント、市町が１０パーセント、
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農家は０パーセントとなっております。現在、県下の方で

この事業に取り組みたいというようなところがいくつか出

てきております。５ページの地図を見ていただくと、いく

つか地名が出てきております。この、茶色地区は柑橘を中

心とした地域でございます。柑橘園地を整備する。緑色地

区は、野菜もしくは水稲ということになっております。南

の方には野菜とか水稲が多いんですが、松山周辺は柑橘が

多いというのが現状でございます。立地条件が中山間の地

域ではこういった事業も活用できるのかな、受益する工事

を行う農地につきましては機構の方が全て借り上げておく

というのが要件になっております。機構の方は担い手にそ

れを託していくということになっておりまして、現在そう

いう形で進んでいる状態です。このように、年々農地中間

管理事業、ようは農地を貸し借りする手続き論だけなので

すが、ただ担い手にしか貸せないというフィルターがかか

るわけなのですが、この事業を利用することで担い手育成

を進めていこうというように考えておるわけです。農地を

預かる担い手にとって必要な事、それは個々の農業経営者

であっても、支援の対象にする。そして、今後も引き続き

こういった対処する事業は拡大をしていくと言われており

ます。ですから、この地域におきましても担い手の方が、

若い次の世代を担う人達がいらっしゃるということであり

ましたら、そういった方が農地を預かるという際にはメリ

ットがある、メリットが取れるというのであれば、農地中

間管理事業の方の手続きを是非ともおすすめいただいて円

滑に進めていただくことを切にお願いをしたいと思ってお

ります。以上でございます。 

●合田議長代理   ただいま池上様から説明していただきましたが、 

ご意見、ご質問等はございませんか。 

●合田議長代理   どうぞ、小野（春）委員さん。 

○小野（春）委員  はい。３ページの７番ですが、この補助を受けた場合３

０から最大５０ですよね。その受けた金額の返済はどの様
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な対応で返していけばいいのでしょうか。これの、詳細は

どのようなものでしょうか。 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      はい。これは補助事業ですので補助された部分というの

は基本的には受けた方が得られるもの、いうことで自己負

担分が少なくなるというだけで返済ということは無いで

す。不都合なことが起こらない限り適正に機械類を買って

いただければ、補助金に関する返済は無いということでご

ざいます。 

○小野（春）委員  返済はしなくてよろしいです、ということですか。 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      そういうことです。融資の件がございましたよね、融資

ということになってくると借りた物は返さなければいけな

いと出てくるんですよ。補助事業の場合はありがたくいた

だくということで終わりになります。 

○小野（春）委員  はい、ありがとうございました。 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      それと、仰っていただいたことですが、規模拡大面積が

ある程度増えれば増えるほど県の上乗せ部分が少しずつ小

刻みにですが上乗せされていくということで元はこの事業

は４分の一だったと思うんですけど、小刻みに上乗せされ

て２分の一までいきますよと、通常一般的には３分の一な

んですがそこへ伸ばします。そうしたら、市町の方でも当

然そういった方に応援をしていただけるでしょう、それが

４分の一になるかどうかはわかりませんけれども、そうす

る事によってできるだけ負担を少なくして農業を拡大して

いただけるのではないかと、そういう期待を込めた事業に

はなっております。 

●合田議長代理   他にございませんか。 

●合田議長代理   私の方からお尋ねしたいのですが、中間管理事業の先程

説明がありました利用権限というか、どういう人達が利用

できるかということで農振地区というお話がありましたよ
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ね。新居浜では農振地区の面積が本当にごく限られた地域

でしてね、そういったところは非常に地形的にも細かくな

かなか利用を希望する方が少ないとそういう中での中間管

理事業は、新居浜市にとっては利用の価値の無い制度では

ないかというご意見もあります。ただ、先程の説明の中で

青地であろうが、白地であろうがというような、青地と白

地が対象になっていると説明がありましたが、農振地区と

いうのは基本的に青地じゃないんですかね。農振地区の中

に白地とはあるのでしょうか。 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      農振地区の中には青地と白地が両方ございまして、農用

地ということになりますと青地になるんですね。例えば、

先程ふれました基盤整備をやる、土地改良をやる、いうこ

とになりますとその青地、農振農用地制限があるわけです。

機構の方では農振地域であれば青地でも、白地でもいいで

すよという形にしております。農振地域外になるといささ

か苦しいところがあるんですけど、新居浜市の事情という

のは５年経ちまして私もかなり理解しているつもりですけ

ど、少しでも同じ貸借をされる際に可能であれば中間管理

事業を一部でも使っていただくことで、次の世代の若い人

達が何かをやっていく、取り組んでいく際に個別に支援で

きる制度に国も県も変わってきておりますので、そういう

機会があるのであれば是非ともお使いをいただいて、おす

すめいただけたらありがたい。今までですと、どうしても

面的なまとまりがないと事業というのは無かったんですけ

ど、面的なまとまりではなくて個々の経営者、それもでき

れば意欲のある人達に手厚くしていこうと、大きな流れに

なってきました。そういった意味でもし農地をきちんと借

りたいと言った場合に基盤法も農地法もあるわけです 

         が、農振地域の中であれば中間管理事業を利用していただ

くとその方にとっても良い結果になるのではないかと思い

ます。 
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●合田議長代理   ありがとうございました。他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      もう一つだけいいですか。お手元に中間管理事業の手引

きを配布させていただいておりますけど、それは、先程申

し上げた分かりやすくなったやつになりまして、もう一点

お話ししたいのがＥＦＣという雑誌が手元にあるかと思い

ます。この４月に私ども機構の方で農業経営者クラブとい

うのを設立させていただきました。農業経営者クラブとい

うのはいったい何かというと、農業の収益を少しでも上げ

たい、その過程で法人化も考えてみたい、集落の組織を立

ち上げてみたい、そういった方々に是非とも入っていただ

くクラブを作りたいということで設立をさせていただきま

した。そのクラブに入っていただくと何がいいのかという

と、お手元に配布させていただいているような情報誌とい

うものを年間３回ほど配布をさせていただくという事と、

後は勉強会ですね。農業をやるにしても農業だけではなか

なか難しい、農業の栽培技術とか色んな事業の関係とかも

ありますが、例えば税務の関係とか司法書士、弁護士、も

しくは経営を少し上向きにさせたいという時には中小企業

診断士に対して、人を雇用したいなら雇用する時にどうし

たらいいのか、保険はどうしたらいいのかそういった時に

は特定社会保険労務士へ。そういった方々４６名のコンサ

ルタントがクラブに登録をさせていただいておりまして、

もし、クラブに入っていただけるのならば直接私の方にお

電話なりメールなりしていただくと、そういった専門家を

派遣させていただいて勉強会、個別の勉強会を開かせてい

ただくということを始めてございます。必ずしもそういう

事でもなくて、こういうクラブの活動に賛同していただけ

る方も当然会員としてウエルカムでございます。是非とも

入っていただくようお勧めをさせていただきたい。機構の

ホームページを立ち上げてございます。ホームページの中
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にこのクラブのコーナーがあります。コーナーをクリック

していただくと申込書があります。そこをクリックして入

会していただいてもいいですし、チラシもございますので

記入してファックスしていただいても入会していただけま

す。これは全て、入会金の会費も勉強会もセミナーも交流

会も全て私どもの方で負担いたしますので皆様方にご負担

いただくものは少しもございません。そういうことでござ

いますので、一つ是非ともまた入会していただいて、同じ

方向を目指して一緒に進んでいけたらとお願いをしており

ます。 

●合田議長代理   これは、全国で組織されるクラブなのですか。 

○えひめ農林漁業振興機構 

 池上様      事業としては全国展開はしたんですけど、クラブを作っ

ているのは愛媛県だけなんですね。大体９０名の方が７月

ぐらいから賛同していただいておりまして、情報ですね、

なかなか情報が入りにくくなっておりますので、私どもの

方から個別に直接情報をお伝えしていく、スピーディーで

すよね。そのためにこのクラブを愛媛では作ってきたとい

う事でございます。事業そのものは全国展開しております

が、愛媛県では全国で一番最初に立ち上げました。ですか

ら、皆様方にご負担いただくものは一切なく、この取り組

みができるというようになっております。  

●合田議長代理   ありがとうございました。他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

本日は、お忙しい中、えひめ農林漁業振興機構 サポート

センター長 池正彦様、中間管理事業班長 三好慎一様  

新居浜市農業委員会総会にご出席いただき、ありがとうご

ざいました。 

それでは、ここで暫時休憩いたします。 

            （池上様、三好様退席） 

●合田議長代理   休憩前に引き続き会議を開きます。 

    では、次に景観形成作物取り組み事業の今後についてを
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議題といたします。まず、事務局から説明をいたさせます。 

○谷口係長     失礼します。それでは景観形成作物取組事業について説

明させていただきます。説明にあたってまず資料の確認を

させていただきます。今から使う資料につきましては農業

委員会総会資料（農政関係）、後、パトロールの方では個

別にパトロールの結果表と地図の色塗りをしているもので

説明させていただきます。よろしくお願いします。景観形

成作物取組み事業について説明させていただきます。本市

で実施しております景観形成作物取り組み事業について

は、今年で１８年になります。今まで、継続して花の作付

け、園児招待等を行っているところですが、今年度、市の

監査において、事業への取り組みが停滞してきているので

はないかとの指摘を受けましたので、今後の取り組みにつ

いて協議していただきたいと考えております。 

まず最初に、景観形成取り組み事業について、その目的と

経緯についてご説明いたします。農業委員会総会資料（農政

関係）の１ページをお開きください。 

目的は、遊休、荒廃農地の発生防止対策として、市内３か

所の遊休農地の一部に景観形成作物であるポピー、菜の花等

を植えることにより農地所有者に警鐘を鳴らし、農地性の維

持と合わせて都市、農村空間の景観を保全する。付随効果と

して、田園風景である市民の憩いの場としての活用と地元の

園児らの自然体験学習を通しての心の健全育成に役立てる

ことで平成１３年度から実施しております。資料の３、４ペ

ージに当時の農業委員会だよりを付けておりますが、事業開

始の平成１３年度は市内一か所の遊休農地から始めました。

夏はひまわり、春は菜の花の作付けをおこない開花に合わせ

て校区の小学生、保育園児を招待し、自然体験学習を実施し、

ヒマワリの種子を採取して、市内の小学校、幼稚園、保育園、

及び市民１,０００人に無料で配布していたようです。 

平成１４年度以降は、実施場所を市内３か所に増やして、

ヒマワリ、菜の花、れんげ、ポピー、コスモスを作付けして
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います。現委員さんになってからの活動につきましては、５

ページに掲載のとおりです。昨年の１１月、１２月にそれぞ

れポピーの種子を蒔き、今年の４月には、園児招待を行いま

した。そのあとは、ヒマワリの種子をまきましたが、園児招

待には至りませんでした。 

次に、他市の取り組みとしましては、１ページに戻るので

すが、県内の近隣でいいますと朝倉、周桑、玉津地区でひま

わり、禎瑞で菜の花等を植えています。また、花以外ですと

資料の６ページにつけておりますように大分県臼杵市では、

小学生と一緒にニンジンの種まきをしたり、沖縄県うるま市

では、ジャガイモの作付けをして、保育園児による収穫体験

をしています。 

以上をふまえまして、今後の取り組み案として、事務局の

提案を４件あげさせていただきました。 

まず、１つ目は、実施場所についての検討です。現在、市

内３か所で実施しており、特に船木地区につきましては、看

板も設置しており、市民にも周知できているところですが、

この実施場所について、実施場所を増やしたり、変更しても

っと事業を広めてはどうかというものです。これには、委員

さんの負担も増えますので、地域の方、関係機関、ボランテ

ィアの呼びかけも必要になってくると思います。 

次に、園児等の参加型事業についてですが、先ほども他市

の取り組みとして紹介しましたが、何か収穫できるものを作

付けし、保育園児と一緒に収穫をしてはどうかというもので

す。 

３つ目に、種子の無料配布についてです。事業の開始当初

にもしていたようですが、花が終わったら種子をとれる物を

作付けし、取った種を園児や市民に配布することで広く市民

に広報することができます。  

最後に、作付け作物の変更ですが、今年度３か所でミニヒ

マワリを試してみましたが、花の期間も短く園児招待ができ

ませんでした。東予地方局産業振興課の江原さんからヒャク
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ニチソウは花の期間も長いのでどうですか、と提案がありま

したので、それも含めて作物の変更についての提案になりま

す。 

以上が、事務局からの案になりますが、中には実行が困難

なものもあると思っております。できましたら、新しい取り

組みを実施したいと考えておりますので、この案以外でも何

か意見がありましたら提案していただき、実施に向けて協議

していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

以上で説明を終了します。 

●合田議長代理   ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質 

問等はございませんか。 

●合田議長代理   そしたら、４つ程の提案が出ておりますが皆様のご意見

はいかがでしょうか。実施場所についてというところで、

長年ずっと同じ場所で続けていきますと、作物もできにく

いというような、輪作したらいいんじゃないんかとかです

ね、土地を色々ローテーションしたらどうかとか、色々な

ご意見があろうかと思います。皆さんいかがでしょうか。

景観作物の取り組みをやった中で満足できているでしょう

か。 

○渡邊委員     中萩、大生院地区についてですけど、立地的な今の場所

でいいんじゃないかと思っております。博物館通り沿いで

通行量も多くて大変目立ちますし、また、作業をする際も

車を止める場所が沢山ありますし立地はいいと思っており

ますが、夏に植えるものは雑草に負けますので、ひまわり

も発芽率が悪くて、花が咲いてもまばらになっております

ので品種を変えたいと私個人的には思っております。 

●合田議長代理   ありがとうございました。そしたら、リーダーさんの方

から一つ発言をお願いできたらと思います。上部東の方は

いかがでしょうか。 

〇矢野委員     確かに今ご存知だと思いますが草を作っております。私、

初めてお世話させてもらうのですけども、水が船木の場合
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は池田の池の水を利用する事なんですけどもどうしても冠

水、夏場は水やりがネックになっているのではないかなっ

と今年やってみてそう思いました。そういうことで、途中

で池田の池の水を引いたのですが、もう遅くて種がおそら

くたけたり、腐ったりした後だったと思います。水を引い

た後、草が勢いよく飛び出したんですけど、これを反省に

して次からはもう少しやり方を変えていこうかなっと思っ

ております。今日、事務局でお話がありましたけど種まき

だとか、収穫なんかは体験をというのがあるんですけどそ

んなようなのも具体的には思い当たりませんが何かあれば

考えてみたいな、皆さんの知恵もいただければ幸いです。 

         以上です。 

●合田議長代理   ありがとうございました。それでは川東地区リーダーさ

んがお休みですので、石山さんお願いします。 

〇石山委員     私自身の体験で川東はヒマワリ、ポピー、コスモス三種

類の花の体験をしたんですけど、園児招待で上手くいった

のはポピーだけだったんです。そして、他の二作について

は草丈に負けると、苗がうまく育たないという管理上の不

手際いうのがあるなっと初めて思いました。今日のこの事

務局提案の中に景観作物という感じですけど、実際は収穫

体験が主になるような物がありますよね。私、高津校区に

在籍しているんですけど昔は高津校区の小学校でも校区内

の農地利用をした収穫体験を植え付けから収穫まで一連の

作業を一年間続いてやっていたように記録しているんです

けど、最近それがすたれているんです。花もいいけど、例

えばジャガイモ、さ、さといもとか地域に合った収穫体験

が可能なような物がひょっとすると子供が楽しんでやって

いただけるんじゃないかなっていうのを感じました。だか

ら花に変わって食べる物をと、いかがでしょうか。 

●合田議長代理   ありがとうございました。私は、年に一回の物よりか二

期作言うんですか年に二回ぐらいできる方がいいんじゃな

いんかという事で花を選定したと先輩から聞いております
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が、皆さん、石山さんからの事務局からの提案に沿ったよ

うな意見も出たのですがいかがでしょうか。 

●合田議長代理   どうぞ、松本委員。 

〇松本委員     私は個人的にお花が好きなので景観作物はお花でいいと

思うんですけど、収穫体験がいいと仰る方もいらっしゃい

ますので農業委員会も全部がお花じゃないといけないと

か、川東はじゃがいもを植えるとか、上部はお花するとか

そういうことはできるのでしょうか。もしお花にするんで

したら、ヒマワリとか育ちにくかったのもありますし、プ

ロの方に色々アドバイスしていただいて育てやすいお花と

か受けていただきながらしたらいいんじゃないかと思いま

す。 

 ●合田議長代理   ありがとうございました。他にございませんか。 

          場所については今の所でいいというご意見もございまし

た。出ましたのは、もっと収穫を体験できるようなご意見

もございました。だいたい事務局の提案しているご意見も

でましたので、皆さんの今出たご意見を整理いたしまして

事務局の方からまとめていただいたらというように思いま

す。 

●合田議長代理   どうぞ、近藤委員。 

〇近藤委員     予算的にはどうなんですか。お金は出さずに、いい物を

作れ。今言われてた、じゃがいもやさつまいもって結構種

代が高いですよね。そんなことを考えたら予算を何処から

捻出するのか、お金の方を先に考えてから動かなかったら

無理ではないのでしょうか。さっき言われたさつまいもと

かいうのは金子校区としては江口地区で毎年やって、園児

招待して芋掘りを定期的にやっているんですけど結構喜ば

れるんですけど、最初に言った費用、花にしてでもどれだ

け手間をかけるかっていうのはありますよね。実費弁償も

考えるのならいい物は作れると、どちらにせよ先立つ物を

調達してこないと無理かと市の方のコミュニティ課の予算

この辺を活用していく方法もあるのかなっと思います。 
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●合田議長代理   ありがとうございました。予算は農林水産予算の中に景

観作物の予算が若干入っております。２４、５万だったん

ですかね。 

○藤田事務局長   景観形成事業につきましては、今現在は農業委員会の予

算として取っております。用法によって若干削られたり、

なかなか増やしてもらうのは難しいのですけれども、だい

たい年間で４０万、二回作付けしておりますので一回の分

で２０万程度の分は予算としてあります。その中で、種代

であったり、肥料だったり、消毒だったりを買うようにな

りますので皆様がこれだけやりたいと仰ってもなかなかご

希望に添えないのも現状であります。今回、こういうご意

見をいただきましたので一度事務局の方で持ち帰りまして

役員会などにも一度提案させていただいてやり方であった

り、夏場はやはり水やりだったり、草引きであったりやっ

てないとなかなか作物は育たないのも皆さんが一番よくご

存じだと思うんです。なかなか皆さんが一緒になって取る

時間が少ないと思うんです。そのやり方を考えてみたりす

るのも一つの方法かなっと思いますので、今日ご意見いた

だきましたので私どもに預からせていただいて、なかなか

ご要望に添える予算とか難しい所もあるのですが、もう一

度検討させていただいてまた再度ご相談させていただけた

らと思います。 

●合田議長代理   どうぞ、髙橋（眞）委員さん。 

〇髙橋（眞）委員  農業委員会の大きな看板を立ててくれているのですが、

あれは今のままだったら恥ずかしくて看板を除けてほし

い。あれだけの看板をかけるのであればいい物を作らなく

てはいけないのではないでしょうか。 

●合田議長代理   ありがとうございました。他にございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

●合田議長代理   では、次に農地パトロールについてを議題といたします。

まず、事務局から説明をいたさせます。 

○谷口係長     委員の皆様には、７月から９月の大変暑い中、またお忙
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しい中、農地の調査を行っていただき、誠にありがとうご

ざいました。お配りしております農業委員会農政関係資料

の７ページをご覧下さい。上の表は、昨年の調査を行った

結果を基に作成したものです。 

下の表は、今年度の調査を基に、遊休農地の面積と農地面

積に占める遊休農地の割合を表にしたものです。 

この数値につきましては、営農再開や保全管理のないもの

の合計を農協の支所ごとに算出しております。 

結果として、新居浜市の農地面積は１千３９０万５千８５

８．２１平方メートル、そのうち遊休農地面積は７６万２千

５３４．２平方メートルで、農地面積に占める割合は約５．

４８パーセントでございます。 

平成２９年度と平成３０年度を比較してみますと、遊休農

地は増加しており全体で、２６件、１万１千８０９．３３平

方メートル増加し、農地面積に占める遊休農地の割合として

は、約５．２７パーセントから約５．４８パーセントと約０.

２１パーセント増加しています。 

今回の調査により、昨年同様、耕作放棄地判断された所有

者、耕作者の方に、意向調査を実施したいと思っております。

今年の意向調査は、昨年意向調査の返事がなく今年も耕作放

棄地と判断された所有者、耕作者、新規に耕作放棄地と判断

された所有者、耕作者の方、昨年は、耕作放棄地ではなかっ

たが、今年は耕作放棄地と判断された所有者、耕作者に実施

したいと思っております。委員さんにお配りしております農

地パトロールの結果のリストと住宅地図をご覧ください。リ

ストには、上段に所有者、下段に小作人の氏名、遊休農地の

地番、地目、面積等を記入しております。７月から９月にか

けて行っていただいた、農地パトロールの結果で作成してお

ります。お配りしております住宅地図をご覧ください。今回

の調査で耕作放棄地と判定した箇所等を色塗りした地図で

す。色につきましては、緑色が耕作放棄地、ピンク色が区分

ア（営農再開）、青色が区分ウ（保全管理）で、リストには
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ありませんが、今回新たに地図に赤で囲み×をつけています

農地については、今年は、様子を見るということでつけてい

ます。それぞれ、ご確認いただけたらと思いますので、よろ

しくお願いします。 

以上で説明を終了します。 

●合田議長代理   ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質

問等はございませんか。 

           （「なし」の声あり） 

●合田議長代理   ここで、事務局から連絡があります。 

〇横川次長     失礼いたします。農地台帳の小作人について、住所が市

役所の住所で登録されているものがございます。原因は旧

町村と新居浜市が合併するときに、小作契約書に住所がな

いまま引き継がれたものと考えられます。 

          このままでは新たな契約・相続・解約等の影響が出る可

能性があり、今後の台帳整備の中で対応する必要があると

考えております。そこで、今回該当者のある地域の委員さ

んにご協力をいただき、現在の状況等についてお調べいた

だきたいと考えております。対象者は資料８、９ページに

添付しております。お渡ししております封筒に調査票と関

係資料を同封しておりますので、土地所有者・ご近所の方・

改良区等で分かる範囲で結構ですので調査いただき、結果

を事務局までお知らせいただければと思います。また、大

島地区につきましては、委員さんがいらっしゃらないとい

うこともありますので、何か情報等がございましたら事務

局までご連絡下さい。以上になります。 

●合田議長代理   以上をもちまして、第１７回新居浜市農業委員会総会を 

閉会いたします。 

御協力ありがとうございました。 

〇藤田局長     御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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 ◇ 
 
新居浜市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに

署名する。 
新居浜市農業委員会総会 

 
議長代理 
 
 
 
委 員 

 
 
 

委 員 
 

 


